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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第

８９条の規定に基づき、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」という。）に勤

務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものする。 

２ この規則及びこれに附属する規則又は規程に定めのない事項については、労基法その

他関係法令の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この規則において「職員」とは、法人に勤務する常勤の者（嘱託職員を除く。）を



  

いう。 

２ 職員は、教員と教員以外の職員とに分け、「教員」とは教授、准教授、講師、助教及び

助手の職にある者をいい、「事務職員」とは職員のうち教員以外の者をいう。 

 

 （適用範囲） 

第３条 この規則は、職員に適用する。ただし、特定の事項について、この規則の特例を

定めたときは、この限りではない。 

２ 前条第２項の教員の任期に関する事項については、公立大学法人公立鳥取環境大学教

員の任期に関する規程の定めるところによる。 

３ 鳥取県、鳥取市又はその他の団体から派遣された職員の就業に関する事項については、

第１項の規定にかかわらず、法人と鳥取県、鳥取市又当該団体との間で締結する取決め、

協定等の規定による。 

４ 法人に勤務する者であって、嘱託職員、非常勤である者及び臨時的に採用された者の

就業に関する事項については、別に定める。 

 

 （規則の遵守） 

第４条 法人及び職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。 

 

   第２章 人事 

    第１節 採用 

 （採用） 

第５条 職員を採用するに当たっては、競争試験又は選考により行う。 

２ 競争試験の方法、受験資格、試験の時期及び場所等に関する事項は、当該競争試験ご

とに別に定める。 

 

 （提出書類） 

第６条 採用を決定されたものは、次の書類を提出しなければならない。 

（１）履歴書（写真貼付） 

（２）健康診断書 

（３）資格に関する証明書 

（４）その他法人において必要と認める書類 

 

 （試用期間） 

第７条 新たに採用した職員については、採用の日から６か月間は試用期間とする。ただ

し、理事長が適当と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。 

２ 理事長は、試用期間中の職員について、勤務実績が著しく良くないこと、心身に故障

があることその他の事由により引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる

場合は、解雇することができる。 

３ 第１項の試用期間は、勤続年数に通算する。 

 



  

 （届出）  

第８条 職員は、次に掲げる事項について異動があるときは、遅滞なく届け出なければな

らない。 

（１）現住所又は電話番号の変更 

（２）婚姻又は家族の異動 

（３）法人採用後の学歴又は資格の変更 

（４）その他身分上必要な事項 

 

 （労働条件の明示） 

第９条 理事長は、職員との労働契約の締結に際しては、次に掲げる労働条件を記載した

文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。 

（１）労働契約の期間に関する事項 

（２）就業の場所及び従事する業務に関する事項 

（３）始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休

暇に関する事項 

（４）給与に関する事項 

（５）退職に関する事項 

 

    第２節 人事評価 

 （人事評価） 

第１０条 職員の勤務成績については、評価を実施する。 

２ 前項の評価の実施方法については、別に定める。 

 

    第３節 昇任 

 （昇任） 

第１１条 職員の昇任は、選考により行う。 

２ 前項の選考は、その職員の勤務成績及び職務遂行能力の総合的な評価に基づき、本人

の人格識見、経歴等も考慮して行う。 

 

    第４節 配置及び異動 

 （職員の配置） 

第１２条 職員の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。 

 

 （異動） 

第１３条 理事長は、職員に対し、業務上の必要により、配置換、兼務等を命じることが

できる。 

２ 職員は、正当な理由がないときは、前項の命令を拒否することができない。 

３ 職員は、勤務の配置転換又は職務の変更を命じられたときは、速やかに事務引継を行

い、新任部署につかなければならない。 

 



  

    第５節 休職及び復職 

 （休職の事由） 

第１４条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員の

文書による願い出又は職権により、当該職員に休職を命ずることができる。 

（１）心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

（２）刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合 

（３）学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連が

あると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合 

（４）水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 

（５）その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合 

２ 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。 

３ 第１項第１号に掲げる事由により休職とする場合は、医師の診断に基づき行うものと

する。 

 

 （休職の期間） 

第１５条 前条第１項第１号、第３号及び第４号に掲げる事由による休職の期間は、いず

れも３年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、理事長が定める。 

２ 前項の休職の期間が３年に満たないときは、休職した日から引き続き３年を超えない

範囲内において、これを更新することができる。 

３ 前条第１項第２号に掲げる事由による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属す

る間とする。 

４ 任期付職員については、休職の期間の末日は、その任期の末日以前でなければならな

い。 

 

 （復職） 

第１６条 理事長は、前条の休職の期間中であっても、その休職の事由が消滅したと認め

られるときは、速やかに復職を命じるものとする。 

２ 第１４条第１項第１号に掲げる事由により休職となった場合における職員の復職につ

いては、同条第３項の規定を準用する。 

 

 （休職中の身分及び給与） 

第１７条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

２ 休職者の給与については、公立大学法人公立鳥取環境大学職員給与規程の定めるとこ

ろによる。 

 

    第６節 退職 

 （退職） 

第１８条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は退職とし、職員としての身分を

失う。 

（１）退職を申し出て、理事長から承認された場合 



  

（２）定年に達した場合 

（３）任期付職員について、その任期が満了した場合（再任した場合を除く。） 

（４）休職期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しない場合 

（５）死亡した場合 

（６）公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第３条に規定する公職の候補者となった場

合 

（７）他の法人の専任の役員に就任した場合 

 

 （退職の手続） 

第１９条 職員は、自己の都合で退職しようとするときは、希望退職日前３０日前（教員

にあっては教育活動を行っていることに鑑み、希望退職日前３か月前までに申し出るこ

とに努めるものとする。）までに文書をもって理事長に申し出なければならない。ただ

し、理事長が特に認めた場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日まで従前の業務に従事するととも

に、必要な事項の引継ぎを完全に行わなければならない。 

 

 （定年退職） 

第２０条 職員の定年は、次に掲げるとおりとする。この場合において、職員は、定年に

達した日以後における最初の３月３１日退職するものとする。 

区分 満年齢 

事務職員 ６０歳 

教員 教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

６８歳 

６５歳 

６０歳 

６０歳 

６０歳 

 

 （定年退職後の再雇用） 

第２１条 前条の規定により満６０歳で定年退職した者で、引き続いて大学に勤務するこ

とを希望する職員で次項に定めるものは、満６５歳まで再び雇用（以下「再雇用」とい

う。）する。 

２ 再雇用の対象となる者は、本規則第１８条（第２号を除く。）の退職事由、同第２３条

の解雇事由のいずれにも該当しない者とする。 

 

３ 前項の規定により再雇用の対象となった者について、理事長は、事務職員等として再

雇用することができる。ただし、再雇用の期間は、４月１日から翌年３月３１日までの

１年間とする。 

４ 理事長は、前項に規定により再雇用した者について、６５歳を限度として雇用を更新

することができる。この場合において、雇用を更新した者の労働条件については、法人



  

の経済情勢等を考慮し、その都度見直すものとする。 

５ この条による再雇用を希望する者は、理事長が定める期日までに理事長が必要と認め

る書類を添えて、理事長に願い出なければならない。 

６ 本規則に定めるもののほか、再雇用に関する事項については、別に定める。 

 

    第７節 降任及び解雇 

 （降任） 

第２２条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任

することができる。 

（１）勤務成績が良くない場合 

（２）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３）その他職務に必要な適格性を欠く場合 

（４）組織の改廃により廃職を生じた場合 

 

 （解雇） 

第２３条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。 

（１）成年被後見人又は被保佐人となった場合 

（２）禁錮以上の刑に処せられた場合 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した場合 

２ 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、解雇することがで

きる。 

（１）勤務成績が著しく良くなく、改善の見込みがない場合 

（２）心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３）懲戒の事由に該当し、かつ、懲戒解雇が相当と認められる行為があった場合 

（４）その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合 

（５）試用期間中又は試用期間満了時において、引き続き雇用しておくことが不適当と判

断した場合 

（６）組織の改廃により廃職又は過員を生じ、かつ他に適当な配置先がない場合 

（７）その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 

 

 （解雇制限） 

第２４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。 

（１）職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休養する期間及びその後３０

日間。ただし、療養開始後３年を経過した日において、地方公務員災害補償法（昭和

４２年法律第１２１号）に基づく傷病補償年金を受けている場合又は同日後において

傷病補償年金を受けることとなった場合は、この限りでない。 

（２）労基法第６５条に定める産前産後の休業期間及びその後３０日間 

２ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由につ

いて所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、前項の規定を適用しない。 



  

 

 （解雇予告） 

第２５条 理事長は、職員を解雇する場合は、少なくとも３０日前に本人に予告するか、

又は労基法第１２条に規定する平均賃金（以下「平均賃金」という。）の３０日分を支

給するものとする。ただし、試用期間中の職員（採用の日から１４日を超えて引き続き

雇用された者は除く。）を解雇する場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために

事業の継続が不可能となった場合若しくは労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇す

る場合で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。 

 

    第８節 退職者の責務等 

 （退職者の責務） 

第２６条 退職した者又は解雇された者は、速やかに保管品及び貸与品を返納し、業務上

の書類とともに担当業務を後任者又はこれに代わるべき者に引き継がなければならな

い。 

 

 （退職証明書） 

第２７条 退職した者又は解雇された者が退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なく

これを交付するものとする。 

２ 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、退職した者又は解雇さ

れた者が請求しない事項については、記載しない。 

（１）雇用期間 

（２）職務の種類 

（３）その事業における地位 

（４）給与 

（５）退職の事由（解雇の場合は、その理由） 

 

   第３章 給与 

 （給与） 

第２８条 職員の給与については、公立大学法人公立鳥取環境大学職員給与規程の定める

ところによる。 

 

   第４章 退職手当 

 （退職手当） 

第２９条 職員の退職手当については、公立大学法人公立鳥取環境大学職員退職手当規程

の定めるところによる。 

 

   第５章 服務 

 （誠実義務及び職務専念義務） 



  

第３０条 職員は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）に定める公立大学

法人の使命と業務の公共性を自覚し、その職員にふさわしい言動に努め、誠実かつ公正

に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

３ 職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。 

 

 （職務専念義務の免除） 

第３１条 職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

（１）研修を受ける場合 

（２）法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合 

（３）労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第６条に規定する交渉に参加する場合 

（４）前３号に規定する場合を除くほか、理事長が定める場合 

 

 （服務心得） 

第３２条 職員は、法令及び法人の規則、規程等を遵守し、上司の指揮命令に従って、そ

の職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、中期計画の達成に向けて、全学的な視点に立ち、相互協力の下に職務の遂行

に当たらなければならない。 

３ 職員は、学生を大切にするとともに、地域社会に積極的に関わり、貢献するため、熱

意をもって献身的な姿勢で職務に取り組まなければならない。 

４ 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、積極的な態度で職務の

遂行に当たらなければならない。 

５ 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、

率先して職務を遂行しなければならない。 

６ 勤務時間を遵守し、勤務時間中は、みだりに勤務場所を離れてはいけない。 

 

 （信用失墜行為等の禁止） 

第３３条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）法人の名誉若しくは信用又は職員全体の名誉を傷つける行為 

（２）法人の秩序及び規律を乱す行為 

（３）職務上の地位を私的に利用する行為 

（４）職務上の地位を利用して、自己の利益をはかる行為 

 

 （守秘義務） 

第３４条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 

２ 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合

には、理事長の許可を受けなければならない。 

３ 前２項の規定は、職員がその職を退いた後も適用する。 

 



  

 （集会及び文書の配布等） 

第３５条 職員は、法人の敷地又は施設内で、業務の正常な運営を妨げる集会又は演説、

文書若しくは図画の配布その他これらに準ずる行為をしてはならない。 

 

 （個人情報の保護） 

第３６条 職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

 （収賄の禁止） 

第３７条 職員は職務上の地位を利用して、自己又は第三者のために、金銭、物品等の利

益の融通又は贈与若しくは便宜の供与を受けてはならない。 

 

 （職員の倫理） 

第３８条 職員は、その職務に係る倫理の保持に努めなければならない。 

 

 （ハラスメントの防止） 

第３９条 職員は、ハラスメントの防止に努めなければならない。 

２ ハラスメントの防止に関する措置は、公立大学法人公立鳥取環境大学ハラスメントの

防止及び対策に関する規程の定めるところによる。 

 

 （兼業） 

第４０条 職員は、理事長の許可を受けた場合は、大学の業務以外の業務に従事すること

ができる。 

２ 職員の兼業については、別に定めるところによる。 

 

   第６章 勤務時間、休日及び休暇等 

 （勤務時間） 

第４１条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を越えない期間につき１週間当た

りにつき３８時間４５分とする。 

２ 始業時刻は午前８時４５分、終業時刻は午後５時３０分とする。 

３ 業務その他の都合により、１日の労働時間が実働７時間４５分を超えない範囲内で始

業時刻及び終業時刻を繰上げ又は繰下げることができる。   

 

 （裁量労働に関するみなし勤務時間制） 

第４１条の２ 前条、第４２条及び第４３条の勤務時間の算定について、業務の性質上必

要が認められる職員については、裁量労働に関するみなし勤務時間制（以下「みなし勤

務時間制」という。）を適用することができる。 

２ みなし勤務時間制に関する必要な事項は、労基法第３８条の３第１項に基づく労使協

定により定める。 

 



  

 （休憩時間） 

第４２条 職員の休憩時間は、午後０時から午後１時までとする。 

２ 業務上の必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、職員の全部又は一部について

休憩時間の時間帯を変更することがある。 

 

 （勤務時間の変更） 

第４３条 第４１条の規定にかかわらず、業務上必要がある場合は、全部又は一部の職員

について４週間を平均して１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えない範囲内で、特

定の日に７時間４５分又は特定の週に３８時間４５分を超えて勤務させることができ

る。 

 

 （出勤）  

第４４条 職員は、始業時刻までに出勤しなければならない。 

 

 （休日）  

第４５条 休日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日 

（２）土曜日 

（３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（４）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前３号に規定する日を除く。） 

（５）その他理事長が必要と認めた日 

 

 （休日振替等） 

第４６条 業務の都合上必要があると認めた場合は、前条の規定により休日とされた日に

おいて特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長の定めるところにより、

第４１条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日」という。）のうち理

事長が別に定める期間内にある勤務日を勤務時間を割り振らない日に変更して当該勤

務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又

は当該期間内にある勤務期間内にある勤務日の勤務時間のうち理事長が別に定める時

間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該理事長が別に定める時間の勤務時間を当

該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

 

 （代休） 

第４７条 前条の規定による休日の振替ができない場合には、当該休日に代休を与えるこ

とができる。 

 

 （時間外勤務及び休日勤務） 

第４８条 業務の都合上やむを得ない場合には、法令の定めるところに従い、時間外勤務

及び休日勤務を行わせることができる。 

 



  

 （災害時等の勤務） 

第４９条 災害その他避けることのできない事由により、臨時に必要がある場合は、行政

官庁の許可を得て、時間外又は休日に勤務させることができる。 

 

 （宿直及び日直） 

第５０条 業務上必要がある場合は、職員に対し、宿直又は日直の勤務を命じることがで

きる。 

 

 （休暇の種類） 

第５１条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。 

（１）年次休暇 

（２）病気休暇 

（３）特別休暇 

（４）介護休暇 

２ 前項の休暇は有給とする。 

 

 （年次休暇） 

第５２条 年次休暇の日数は、４月１日から３月３１日までの一の年（以下「一の年」と

いう。）において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とす

る。 

（１）次号に掲げる職員以外の職員 ２０日 

（２）当該年の中途において新たに採用となった職員 次表のとおり 

採用された

月 

４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１

月 

２

月 

３

月 

年次休暇日

数 
20 18 17 15 13 12 10 ８ ７ ５ ３ ２ 

２ 年次休暇は、日又は時間を単位とする。 

３ 時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、１日当たりの勤務時間数をもって

１日とする。 

４ 第１項の規定により年次休暇が１０日以上の職員に対して、当該年次休暇のうち５日

については、一の年の間に、時季を指定することにより付与するものとする。ただし、

５日分のうち、当該職員が取得し、又は計画的付与が行なわれたときは、その日数分に

ついては、時季を指定して付与しない。 

５ 前項の規定により、年次休暇の時季を指定するときは、その時季について当該職員の

意見を聴くものとし、当該意見を尊重するよう努めるものとする。 

６ 年次休暇は、その一部又は全部を受けなかった場合は、当該一の年の残日数を２０日

を限度として翌一の年に繰り越すことができる。 

 

 （年次休暇の届出） 

第５３条 年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ届け出なければならない。 



  

２ 前項の場合において業務上必要がある場合は、年次休暇を与える時季及び期間を変更

することができる。 

 

 （病気休暇） 

第５４条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合の休暇とし、その期間は、次の表の区分欄に掲

げる場合に応じて、期間欄に掲げる期間とする。 

区分 期間 

（１）業務上の負傷若しくは疾病又は通

勤（地方公務員災害補償法第２条第

２項に規定する通勤をいう。）による

負傷若しくは疾病の場合 

医師の証明等に基づき、最小限度必要と

認める日又は時間 

（２）私事による負傷又は疾病の場合  医師の証明等に基づき、引き続き６０日

を超えない範囲内で最小限度必要と認め

る日又は時間 

 

 （特別休暇） 

第５５条 特別休暇は、職員が次の表の事由欄に掲げる事由により勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合の休暇とし、その期間は、同表の期間欄に掲げる期間とする。 

事由 期間 

（１）選挙権その他公民としての権利を行

使する場合 

その都度必要と認める期間 

（２）裁判員、証人、鑑定人、参考人等と

して官公署の呼び出しに応ずる場合 

その都度必要と認める期間 

（３）骨髄移植又は末梢血幹細胞移植のた

めに、骨髄若しくは末梢血幹細胞の提

供希望者としてその登録を実施する者

に対して登録の申出を行い、又は配偶

者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に

骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する

場合 

その都度必要と認める期間 

（４）職員が自発的に、かつ報酬を得ない

で次に掲げる社会に貢献する活動（専

ら親族に対する支援となる活動を除

く｡）を行う場合で、その勤務しないこ

とが相当であると認められるとき。 

  ア 地震、暴風雨、噴火等により相当

規模の災害が発生した被災地又はそ

の周辺の地域における生活関連物資

一の年において５日の範囲内でその都度

必要と認める日又は期間（時間単位で与

えた休暇を日に換算する場合は、８時間

をもって１日とする｡）。ただし、ケにつ

いては当該期間のうち１日の範囲内に限

る｡ 



  

の配布その他の被災者を支援する活

動 

  イ 障害者支援施設、特別養護老人ホ

ームその他の主として身体上若しく

は精神上の障害がある者又は負傷

し、若しくは疾病にかかった者に対

して必要な措置を講ずることを目的

とする施設であって理事長が認める

ものにおける活動 

  ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身

体上若しくは精神上の障害、負傷又

は疾病により常態として日常生活を

営むのに支障がある者の介護その他

の日常生活を支援する活動 

  エ 国、地方公共団体又は公共的団体

が主催、共催又は後援をする大会等

へ参加する身体上若しくは精神上の

障害、負傷又は疾病により日常生活

を営むのに支障がある者を支援する

活動 

  オ 図書館、公民館その他の社会教育

施設における点訳及び手話通訳 

  カ 国、地方公共団体又は公共的団体

等が主催、共催又は後援する国際交

流事業に参加する外国人等を支援す

る活動 

  キ 国、地方公共団体が行う環境保全

活動に参加して行う活動 

  ク アからキまでに掲げるもののほ

か、青少年の健全育成に資する活動

その他の活動でアからキまでに掲げ

る活動に相当すると認められるもの 

  ケ 特定非営利活動促進法（平成１０

年法律第７号）第２条第１項に規定

する特定非営利活動に該当する活動

であって理事長が認めるもの 

（５）結婚の場合 １週間を超えない範囲内において必要と

認める期間 

（６）職員が不妊治療を受けるため勤務し 一の年において6日を超えない範囲内で



  

ないことが相当であると認められる場

合 

その都度必要と認める期間 

（７）妊娠中及び産後１年以内の女性職員

が母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）第１０条に規定する保健指導又

は同法第１３条に規定する健康診査を

受ける場合 

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠

満２４週から満３５週までは２週間に１

回、妊娠満３６週から出産までは１週間

に１回、産後１年まではその間に１回（医

師等の特別の指示があった場合は、いず

れの期間についてもその指示された回

数）、１日の範囲内でその都度必要と認め

る期間とし、日又は時間を単位とする。 

（８）妊娠中の女性職員が通勤に利用する

交通機関の混雑の程度その他の通勤事

情が母体又は胎児の健康保持に影響が

あると認められる場合 

正規の勤務時間の始め又は終わりにおい

て、１日につき１時間を超えない範囲内

でその都度必要と認める期間 

（９）妊娠中の女性職員の業務が母体又は

胎児の健康保持に影響があると認めら

れる場合 

適宜休息し、又は補食するために必要と

認める期間 

（１０）妊娠中の女性職員が、次号に定め

る場合を除き、妊娠に起因する障害のた

め勤務することが困難であると認めら

れる場合 

２週間を超えない範囲内でその都度必要

と認める期間 

（１１）女性職員の出産の場合 出産の予定日の８週間（多胎妊娠の場合

にあっては、１４週間）前に当たる日か

ら出産の日までの期間で職員が請求した

日から出産日の翌日から８週間を経過す

る日までの期間 

（１２）職員が生後満１年６月に達しない

生児を育てる場合 

１日２回各４５分以内の期間(配偶者が

この号の規定による特別休暇、労働基準

法第６７条の規定による育児時間又は法

律若しくは条例等に基づく育児時間に相

当するもの(以下「育児時間」という。)

を利用するときは、９０分から当該配偶

者が利用する育児時間を減じた期間を１

日２回合計の限度とする。) 

（１３）女性職員が生理のため勤務が著し

く困難である場合 

その都度必要と認める期間 

（１４）配偶者の出産の場合 ３日を超えない範囲内でその都度必要と

認める期間 

（１５）配偶者が出産する場合であってそ 当該期間内において５日を超えない範囲



  

の出産予定日の８週間(多胎妊娠の

場合にあっては、１４週間)前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する

日までの期間にある場合において、

当該出産に係る子又はその子以外の

子であって小学校就学の始期に達す

るまでのものを養育する職員が、こ

れらの子の養育のため勤務しないこ

とが相当であると認められるとき 

内でその都度必要と認める期間 

（１６）中学校就学の始期に達するまでの

子（配偶者の子を含む。）を養育する職

員が、当該子の看護（負傷し、又は疾

病にかかった当該子の世話を行うこと

をいう。）のため、又は当該子に予防接

種や健康診断を受けさせる場合 

４月から３月までの１年の期間内におい

て休日等を除き、当該子が１人の場合は

５日、２人以上の場合は１０日を超えな

い範囲内において必要と認める期間と

し、日又は時間を単位とする。 

（１７）忌引 配偶者の死亡         １０日 

右 記 日 数 欄

に 掲 げ る 連

続 す る 日 数

の 範 囲 内 で

そ の 都 度 必

要 と 認 め る

期間 

職員本人の血族の死亡 父母       ７日 

子        ５日 

祖父母・兄弟姉妹 ３日 

孫・伯叔父母   １日 

配偶者の血族の死亡（ただ

し、職員本人と生計を一に

する場合は、職員本人の血

族と同期間とする。） 

父母            ３日 

祖父母・兄弟姉妹・伯叔父母 １日 

（１８）父母、配偶者及び子の祭日の場合 慣習上、最少限度必要と認める期間 

（１９）夏期休暇 一の年の６月から１０月までの期間内に

おいて休日等を除き原則として連続する

５日の範囲内の期間 

（２０）感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号）による健康診断、就

業制限、入院又は交通の制限若しくは

遮断により勤務することが困難である

と認められる場合 

その都度必要と認める期間 

（２１）地震、火災、水害その他の災害に

よる職員の住居の滅失又は損壊した場

合 

１週間を超えない範囲内において必要と

認める期間 

（２２）地震、火災、水害その他の災害に

よる交通遮断により出勤することが著

その都度必要と認める期間 



  

しく困難であると認められる場合 

（２３）交通機関の事故等の不可抗力によ

る場合 

その都度必要と認める期間 

（２４）その他理事長が特に必要と認める

場合 

必要と認める期間 

２ 前項における配偶者には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。 

３ 特に定める場合を除いて、特別休暇の期間には休日を含むものとする。 

 

 （病気休暇、特別休暇の届出） 

第５６条 病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、あらかじめその理由及び期間

を明示した内容（病気休暇の場合は医師の診断書を添付）を届け出て、理事長の承認を

受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることが

できなかった場合は、事後速やかに届出を行い、理事長の承認を受けなければならない。 

 

 （介護休暇） 

第５７条 介護休暇は、次のとおりとする。  

休暇を受ける場合 期間 

要介護状態にある家族の介護その他の世話

を行う場合 

４月から３月までの１年の期間内におい

て休日等を除き、当該家族が１人の場合

は５日、２人以上の場合は１０日を超え

ない範囲内において必要と認める期間と

し、日又は時間を単位とする。 

２ 期末手当、勤勉手当、昇給及び退職手当の算定に当たっては、取得期間は通常勤務を

したものとみなす。 

 

 （介護休暇の届出） 

第５８条 前条に規定する介護休暇を受けようとするときは、あらかじめその理由及び期

間を明示した内容を届け出て、理事長の承認を受けなければならない。ただし、やむを

得ない理由により、あらかじめ届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け

出を行い理事長の承認を受けなければならない。 

 

 （母性健康管理の措置） 

第５９条 妊娠中及び出産後１年以内の女性職員が、健康診査等を受け医師等から指導を

受け、本人からその措置に関して請求があった場合は、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１０３号）第１３条第１項に

基づき、業務の軽減、勤務時間の短縮等を認めるものとする。 

２ 前項の措置のうち、勤務時間の短縮及び休業措置中の勤務しない時間の賃金の取扱い

は、無給とする。ただし、病気休暇を受ける場合は、私事による疾病と同じ扱いとする。 



  

 

 （育児休業・介護休業） 

第６０条 職員のうち必要のある者は、理事長に申し出て、育児休業制度、介護休業制度、

育児又は介護を容易にするための措置等の適用を受けることができる。 

２ 育児休業等の対象職員、手続等必要な事項については、公立大学法人公立鳥取環境大

学職員育児休業等に関する規程に定めるところによる。 

３ 介護休業の対象職員、手続等必要な事項については、公立大学法人公立鳥取環境大学

職員介護休業等に関する規程に定めるところによる。 

 

   第７章 研修 

 （研修） 

第６１条 理事長は、法人の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、職員の

研修機会の提供に努めるものとする。 

２ 職員は、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。 

３ 教員は、授業その他大学の業務に支障のない限り、理事長の承認を受けて、勤務場所

を離れて研修を行うことができる。 

４ 研修に関する必要な事項は、理事長が定める。 

 

   第８章 表彰 

 （表彰する場合） 

第６２条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができる

と認められる場合は、これを表彰することができる。 

（１）職務に関し、有益な研究をとげ又は有益な発明若しくは発見をした場合 

（２）教育上顕著な功績のあった場合 

（３）法人の名誉を高める行為を行った場合 

（４）職務に精励することが多年にわたった職員で、勤務成績が優秀であった場合 

（５）その他特に他の職員の模範として推奨すべき行為があった場合 

 

 （表彰の方法） 

第６３条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えることができるものとする。 

 

   第９章 懲戒処分等 

 （懲戒の事由） 

第６４条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分をすること

ができる。 

（１）正当な理由なく無断欠勤し、又は遅刻、早退、私用外出等を繰り返すなど、勤務を

怠った場合 

（２）正当な理由なく業務上の指示、命令に従わなかった場合 

（３）故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合 

（４）刑法犯に該当する行為があった場合 



  

（５）私生活上の非違行為、法人に対する誹謗中傷等によって、法人の名誉又は信用を著

しく傷つけた場合 

（６）素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合 

（７）重大な経歴詐称をした場合 

（８）その他法人の規則又は規程によって遵守すべき事項に違反した場合 

 

 （懲戒の種類） 

第６５条 懲戒は、次に掲げる区分により行う。 

（１）戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。 

（２）減給 始末書を提出させ、１回の額が労基法第１２条に規定する平均賃金の１日分

の半額を超えず、かつ総額が一給与支給期における給与の総額の１０分の１を超えな

い範囲内で給与を減額する。 

（３）停職 １日以上６か月以内を限度とし勤務を停止し、職務に従事させず、その間の

給与は支給しない。 

（４）諭旨解雇 退職願の提出を勧告して解雇する。これに応じない場合は、３０日前に

予告し、又は３０日以上の平均賃金を支払って即時に解雇する。 

（５）懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。 

 

 （訓告等） 

第６６条 前条に定める場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要がある

ときには、文書又は口頭により、注意又は訓告を行うことができる。 

 

 （損害賠償） 

第６７条 職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、懲戒処分又は訓

告の有無にかかわらず、理事長はその損害の全部又は一部を賠償させることができる。

当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。 

 

   第１０章 安全及び衛生 

 （安全衛生管理） 

第６８条 法人は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及びその他の関係法令に

基づき、職員の健康管理と安全衛生の確保のために必要な措置を講じるものとする。 

２ 職員は、安全衛生の確保に関する法令及び上司の指示命令等を遵守するとともに、法

人が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。 

 

 （非常災害の際の措置） 

第６９条 職員は、火災その他の非常災害を発見し、又はその危険を予知したときは、緊

急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者に連絡して、被害を最小限度に止

めるように努めなければならない。 

 

 （職員の保健） 



  

第７０条 理事長は、職員に対しては、毎年１回定期的に健康診断を行うとともに、必要

に応じ、随時健康診断を行う。 

２ 職員は、この健康診断を故なく拒むことはできない。ただし、他の医師の診断を受け、

その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではない。 

 

 （疾病者の就業禁止） 

第７１条 伝染性の疾病その他の疾病で、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２

号）で定めるものに患った職員については、理事長は、同規則で定めるところにより就

業を禁止する。 

 

   第１１章 出張 

 （出張） 

第７２条 理事長は、職務上必要がある場合、職員に出張を命ずることができる。 

２ 出張を命ぜられた職員が出張を終えたときは、速やかに文書により上司に復命しなけ

ればならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命することができ

る。 

 

 （旅費） 

第７３条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人公立鳥

取環境大学旅費規程による。 

 

   第１２章 福利厚生 

 （福利厚生） 

第７４条 理事長は、職員の健康と福祉の増進のために必要な措置を行う。 

 

   第１３章 災害補償 

 （業務災害及び通勤災害） 

第７５条 職員の業務上の災害及び通勤中の災害については、地方公務員災害補償法の定

めるところによる。 

 

   第１４章 職務発明等 

 （職務発明等） 

第７６条 職員の職務上行った発明等については、別に定める。 

 

   第１５章 雑則 

 （委任） 

第７７条 この規則の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 



  

 

２ 次の各号のいずれかに該当する教授の定年については、第２０条第１項の規定にかか

わらず、平成３０年３月３１日までに限り、７０歳とする。 

（１）学校法人鳥取環境大学において、平成１３年４月１日現在、教授の職にあった者 

（２）学校法人鳥取環境大学において、平成２３年４月１日に教授として採用された者 

（３）公立大学法人鳥取環境大学に教授として採用された者（学校法人鳥取環境大学及び

財団法人とっとり地域連携・総合研究センターから教授として引き続き採用された者

は除く。） 

 

   附 則（平成２６年規程第６号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第１６号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年規程第１号） 

この規程は、平成２９年１月２０日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第２２号） 

この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３１年規程第２１号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

  （年次休暇改定に伴う在職者の年次休暇の調整） 

２ この規則の施行の日前から引き続き職員として在職している者（以下「施行日前から

の在職職員」という。）の平成３１年１月１日から同年１２月３１日の年次休暇につい

ては、なお従前の例による。 

３ 施行日前からの在職職員の平成３１年４月１日から翌年３月３１日までの年次休暇

については、第５２条第１項第１号の規定にかかわらず、前項とは別に５日とする。 

 


